
問い合わせ先 導入研修及び東京研修について 日本弁護士連合会法制第一課 TEL：03-3580-9843
大阪研修について  大阪弁護士会企画部企画二課 TEL：06-6364-1371

１． ウェビナーによる導入研修
【日    時】 ２０２４年３月５日（火） 午後５時３０分～午後６時３０分
【開催方法】 Zoomウェビナーによる配信 （※事前登録制）
【講 師】 スーザン・テイ（弁護士）、サナ・ルンドグレン（心理士／調停人）
【プログラム】 治療的司法の概要についての講義及び質疑応答を行います。
【参  加  費】 無料
【申込期限】 ２０２４年３月４日（月） 午後５時
【参加対象】 弁護士、心理専門職、調停委員等

                （※通訳付きですので、英語力は不要）  

研修・ワークショップ

シンガポールでは、２０２０年から、家事事件における家庭裁判所の役割を見直し、家族法分野において治
療的司法（Therapeutic Justice）を取り入れるようになりました。日本でも、高葛藤な父母の親権や面会交
流事案では、司法手続そのものにより、葛藤の中にいる当事者や子どもが傷付くこともよくあります。家事事
件のより良い解決が当事者のエンパワーメントや子の福祉の向上につながることを目指し、シンガポールの
裁判官、弁護士、心理士から治療的司法の実践について学びます。ぜひ、ご参加ください。

家族法分野における治療的司法
～シンガポール裁判所の経験から学ぶ～

【申込方法】 右上二次元コード又は下記URLからお申し込みく
ださい。申込期限内にお申し込みいただいた方にZoomウェビナー
の開催情報をお知らせします。
https://form.qooker.jp/Q/auto/ja/kazokudonyum/TJdounyu/

※ 大阪研修・東京研修につきましては、誠に勝手ながら、事前申込者数が定員に達し次第、申込受付を終了いたします
ので、その旨、ご了承ください。

（１） 大阪研修
【日時】 ２０２４年３月２６日（火）・２７日（水）

各日 午前１０時～午後６時
【開催場所】 大阪弁護士会
【定員】 ２５名程度 （※事前登録制）

（１日目午前のみ５０名）
【申込方法】 裏面をご確認ください。
【申込期限】 ２０２４年３月１８日（月） 午後５時

（２） 東京研修
【日時】 ２０２４年３月２９日（金）・３０日（土）

各日 午前１０時～午後６時
【開催場所】 弁護士会館
【定員】 ２０名程度 （※事前登録制）
【申込方法】 右上二次元コード又は

下記URLからお申し込みください。
https://form.qooker.jp/Q/auto/ja/kazokutokyom/TJtokyo/

【申込期限】 ２０２４年３月１８日（月） 午後５時

主催：日本弁護士連合会       共催：東京国際大学、京都大学
大阪研修共催：大阪弁護士会  大阪研修後援：民間総合調停センター 東京研修共催：東京弁護士会

プログラム予定
１日目午前 ・ シンガポール裁判官による基調講演

～ 治療的司法が目指すもの～
・ 離婚の心理的・社会的影響

午後 ・ トラウマの基本的知識
・ 心理専門職と弁護士の連携
・ 面会交流事案

   

２日目 午前 ・ トラウマと司法手続
・ DV事案への対応

午後 ・ 治療的司法と調停・訴訟
・ 問題解決に向けたアプローチ

２． 大阪研修・東京研修  (研修の内容は、大阪と東京で基本的に同じです)
【講 師】  ケヴィン・ン・チョン・ヨン（シンガポール地方裁判所裁判官（予定）) 

  アンジェリーナ・ヒン   (シンガポール家庭裁判所元裁判官) 
  スーザン・テイ （シンガポール家事法専門弁護士）

  サナ・ルンドグレン （シンガポール心理士／調停人）

【参加対象】 弁護士、心理専門職、調停委員等 （※通訳付きですので、英語力は不要）
※ 東京研修は、原則として、両日御参加いただける方のお申込みをお願いしております。
※ 大阪研修は、１日目午前中のみの参加、または、２日間全日の参加から選択できます。
※ 大阪研修の１日目午前中は、継続研修にかかる適格認定あり（予定）

【参  加  費】 無料

https://form.qooker.jp/Q/auto/ja/kazokudonyum/TJdounyu/
https://form.qooker.jp/Q/auto/ja/kazokutokyom/TJtokyo/


日時： ２０２４年３月２６日（火）、２７日（水） 午前１０時～午後６時

場所： 大阪弁護士会館

講師： ケヴィン・ン・チョン・ヨン（シンガポール地方裁判所裁判官（予定）) 

アンジェリーナ・ヒン (シンガポール家庭裁判所元裁判官) 

スーザン・テイ （シンガポール家事法専門弁護士）

サナ・ルンドグレン （シンガポール心理士／調停人）

定員： １日目午前（10：00～12：30）講義形式 ５０名（先着）

１日目午後（13：30～18：00）ワークショップ形式 ２５名（先着）

2日目午前・午後（10：00～18：00）ワークショップ形式 ２５名（先着）

（※いずれも、事前登録制）

申込方法： 下記のFAX、URL、二次元コードよりお申込み下さい。

【研修の注意事項】※1日目午前（10：00～12：30）の講義のみ対象

①図書利用カードをご持参ください。入室時、退室時の２回、出席登録が必要です。

②開始10分以降の入場、研修終了予定時刻前の退場（研修が終了予定時刻前に終了した場合を除く）、
研修開始から研修終了予定時刻までの間の合計１０分以上の離席は、受講としてカウントされませんのでご注意
ください。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

FAX番号： ０６－６３６４－０６７８

□ １日目午前中の講義形式のみ、申し込みます

（※１日目午前中の講義は、継続研修にかかる適格認定３単位あり）

□ ２日間全日（講義形式＋ワークショップ）を、申し込みます。

お名前 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

ご所属 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

登録番号（弁護士のみ）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

メールアドレス＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

URL又は二次元コードでのお申込みは、下記よりお申し込みください。

https://form.qooker.jp/Q/auto/ja/2024032627kazokuhou/entryform/

問合先：大阪弁護士会企画部企画二課 電話：０６ー６３６４－１３７１

https://form.qooker.jp/Q/auto/ja/2024032627kazokuhou/entryform/
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